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３．我が国としての対応の方向性
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我が国としての対応の方向性整理の考え方

2050年に向けた環境の変化

循環経済における
日本の特徴

循環経済の目指す姿

1999循環経済ビジョン
未達成事項のボトルネック

我が国としての
対応の方向性

本資料の説明範囲

• 我が国としての対応の方向性は将来の資源循環の姿達成に向けた方向性及び1999循環経済ビジョンのうち未達成事項のブレイクスルー
を盛り込むように整理する。

• 本資料では、1999循環経済ビジョン未達成事項のボトルネックについて説明

我が国としての対応の方向性整理方針

循環経済ビジョン研究会
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1999循環経済ビジョン達成に向けた取組みの進捗状況
概要

4 循環経済ビジョン研究会
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1999循環経済ビジョン 内容

1.循環型経済システムとは何か？（環境と経済の統合）

1-1
資源・エネルギー効
率の最大化（投入・
排出の最小化）

 枯渇性資源・エネルギーの利用を可能な限り少なくする
 再生可能は資源・エネルギーの利用を可能な限り多くする
 経済活動に新たに投入される資源・エネルギーを可能な限り少なくする

 経済活動に新たに投入される資源・エネルギーを可能な限り少なくする廃棄物、二酸化炭素等の温室効果ガス、ダイオキシ
ン等の有害化学物質、重金属、窒素酸化物、オゾン層破壊物質など環境負荷物質などの生態系への排出を可能な限り少
なくすること

 循環型経済行動が適切に市場で評価される
 社会全体に環境保全コストが内部化されているか
 経済活力の維持と良好な生活環境の両立
 資源として再利用できる廃棄物は分別回収・リサイクルされることにより資源として再生
 廃棄物を発生させないモノ作り・消費行動が社会の隅々まで浸透
 製品・部品の長期使用・再使用

1-2

事業者・消費者・行
政のパートナーシッ
プ（社会全体として
の便益の最大化）

 製品の環境情報の透明化が進むような基盤整備
 事業者間の情報交流の支援・活性化
 市場を創造するための環境配慮型製品の政府による調達や事業者・消費者による環境配慮型製品の優先的購入の促進
 リスクが高く市場原理だけでは実施されない革新的な技術開発の支援

1-3
新たな産業技術体
系の確立（循環型
技術体系の確立）

 ライフサイクルアセスメント技術の確立
 環境調和性をより高めた新しい基礎素材の開発
 機能のアップグレードを図り長期使用を促すなど廃棄物の発生抑制を図るリデュース技術
 素材等の高度分別、リサイクルし易い素材や製品の開発、リサイクル製品の新規用途の開発等のリサイクル技術
 生産プロセス中に発生する廃棄物の再利用や、異なる事業者間での廃棄物の再利用を行うことにより、資源・エネルギーの

投入を極小化する生産プロセス技術
 廃棄物の発生とリユース・リサイクルを結ぶ静脈物流の効率化技術

1-4

環境関連産業の進
展（新規産業フロン
ティアの開拓、企業
の競争力強化）

 民間活力の積極的活用に向けた規制緩和
 リサイクル等を社会システムとして進める効果的なルールの構築
 環境関連産業が発展するための市場の成立
 リサイクルプラント等の投資リスクの軽減のための支援
 環境に配慮した経営が正当に評価される仕組みの構築

1-5
21世紀に向けた展
望

 OECDやISOでの検討状況といった国際的潮流を踏まえるとともに、これらの検討に我が国が積極的に参画し、世界に先駆
けてリーダーシップを発揮していく

 製品のライフサイクルを通じた科学的なデータの収集・提供等の基盤整備
 構築すべき循環型経済システムのコンセプトを、我が国の経済産業政策において位置づけ、実現を図るダイナミズムの創出

1999循環経済ビジョン概要

循環経済ビジョン研究会
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1999循環経済ビジョン 内容

2.循環型システムにおける産業の様態

2-1
産業セクター間の
ネットワークの形
成

 商工鉱業と農林水産、建設業がネットワーク状に連携
 再生資源の余剰・廃棄が生じず、最も効率的な資源利用を達成

2-2
動脈産業・静脈産
業の統合

 技術的知見・既存インフラ等の強みを生かし、動脈産業が静脈産業と連携・一体化
 全ての産業が動脈かつ静脈としてネットワーク状に連結

2-3
循環型経済行動に
関連する新規成長
産業・雇用の創出

 資源・エネルギー利用効率の高い製品製造業
 リサイクル産業
 リユース／リサイクル製品市場
 リース／レンタル、リペアサービス産業
 循環型経済活動コンサルティング
 サービス産業
 関連金融サービス産業
 関連情報産業

2-4
情報化の進展（情
報インフラの整備）

 マテリアルフロー、マテリアルストック（地上資源）エネルギーフローに係る適切な情報の流通
 モノの効率的な移動をサポートし、不必要なストック廃棄を極小化

2-5
モノの提供から機
能・サービスの提
供へ

 高機能化、長寿命化、リペアサービスやグレードアップサービスの確立により、資源消費量を抑制しつつ、高付加価値化を実
現

 ハードウェアではなくソフトウェア（機能やサービス）が利益の源泉

2-6 国際的調和  国際貿易ルール等と整合した国際競争条件の成立

1999循環経済ビジョン概要

循環経済ビジョン研究会
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7 循環経済ビジョン研究会
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2000年以降、資源効率を高めながら経済が成長。特に、排出段階の最終処分量削
減は大きく成果を上げている

出所：実質GDP：国民経済計算（内閣府）、最終処分量：環境統計集（環境省）、CO2排出量：環
境統計集（環境省）、国内材料消費量：Domestic material consumption（国際連合環境計画）

日本の循環経済の進捗状況

一次エネルギー使用量の推移

 2000年以降、環境負荷低減では、最終処分量の削減、国内材
料消費量は順調に取り組みが進展

 2000年～2015年で、石油供給は73％に減少するも、石炭供
給が122％に増加。新エネルギー分野への移行は横ばいで推
移している。

出所：総合エネルギー統計（資源エネル
ギー庁）

出所：総合エネルギー統計（資源エネル
ギー庁）をもとに作成

最終処分量の推移

 最終処分量は、2000年から15年間で78％減少した。再生利用
量は12％増加。産業廃棄物は2000年比で再生利用量＋減量
化量は5％の増加。

8

1-1資源・エネルギー効率の最大化（投入・排出の最小化）

循環経済ビジョン研究会

1-1
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循環基本計画の三つの指標の推移

資源生産性は12％、循環利用率は8％向上しているが、近年は伸びが停滞している

国際的には日本の資
源生産性は高い
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1-1資源・エネルギー効率の最大化（投入・排出の最小化）

出所：循環経済ビジョン研究会（第7回）参考資料3－1
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一般廃棄物、産業廃棄物ともに排出量が増加したのち、最終処分場逼迫の問題が顕
在化。不法投棄件数も増加。

1-2 事業者・消費者・行政のパートナーシップ（社会全体としての便益の最大化）

最終処分場の残余量と残余年数（産業廃棄物）
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出所：環境統計（環境省）
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1-3新たな産業技術体系の確立（循環型技術体系の確立）

縮小が想定される再生アルミニウム合金については、高度選別技術により展伸材とし
ての利用に光。再生材利用事業者（自動車メーカー）とも連携し、再生アルミ合金に係
る規格の策定を検討中

出所： 循環経済ビジョン研究会（第３回）ハリタ金属（株）代表取締役 張田 真氏 発表資料を元に作成

1-3
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1-3新たな産業技術体系の確立（循環型技術体系の確立）

（参考）バージンCFRPの価格が高いことからも、炭素繊維リサイクルの意義は大きい

出所：循環経済ビジョン研究会（第３回）東レ株式会社 産業材料事業部 奥村勇吾氏 発表資料を元に作成

1-3
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ESG投資の拡大トレンドが国内外で進行

 2006年の公表からの10年以上、国連責任投資原則（PRI）の署名機関数は拡大をたどっている
 2018年4月時点でのPRI署名機関1,961の運用資産合計額は約82兆ドル（約9,000兆円）
 特に、年金基金など大きな資産を超長期で運用する機関投資家を中心に、企業経営のサステナビリ

ティを評価するという概念が普及し、気候変動などを念頭においた長期的なリスクマネジメントや、企業
の新たな収益創出の機会（オポチュニティ）を評価するベンチマークとして、国連持続可能な開発目標
（SDGs）と合わせて注目されている。

• 2006年に国連より「責任投資原則（PRI：Principles 

for Responsible Investment）」が発表され、その
中で、ESGの重要性が示されたことで、機運が向上。

• 日本でも、2015年9月にGPIF（年金積立金管理運用
独立法人）がPRIに署名し、2017年7月には国内株式
を対象としたESG指数を選定し、1兆円程度を投資。

投資にESG投資の視点を組み入れることな
どからなる機関投資家の投資原則。原則に
賛同する投資機関は署名し、遵守状況を開
示・報告する。

出所：経済産業省HP、SDGｓ経営／ESG投資研究会資料等

1-4

循環経済ビジョン研究会
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我が国でもESG投資が急速に拡大。2014年当初の出遅れから先進国水準に近付き
つつある

14

世界の責任投資の運用規模

ESG投資は世界規模で拡大している。特に日本はこの4年で運用額が大きく増加

（311.4倍の伸び）。

運⽤資産に占める責任投資の割合

2014年 2016年 2018年

ヨーロッパ 58.8% 52.6% 48.8%

カナダ 31.3% 37.8% 50.6%

アメリカ 17.9% 21.6% 25.7%

オーストラリア／
ニュージーランド 16.6% 50.6% 63.2%

日本 3.4% 18.3%

世界 30.2% 26.3% -

【機関投資家が運⽤する資産に占める責任投資の割合及び責任投資運用資産額】

責任投資運用資産額（十億米ドル）

2014年 2016年 2018年 伸び*

10,775 12,040 14,075 1.31倍

729 1,086 1,699 2.33倍

6,572 8,723 11,995 1.83倍

148 516 734 4.96倍

7 474 2,180 311.4倍

18,276 22,890 30,683 1.68倍

出所：GSIA「2016 Global Sustainable Investment Review及び2018 Trend Report
＊2014年からの伸び

1-4

循環経済ビジョン研究会
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世界経済フォーラム “Global Risks Report 2018”のトップ10リスク

（参考）世界のリスク認識において環境、社会リスクは大きな位置を占めているものの、
資源制約リスクはランクインしていない

1-4

「発生の可能性」トップ１０ 「影響の大きさ」トップ１０

１ 激甚な気象現象（洪水、嵐） 大量破壊兵器

２ 自然災害（地震・津波・磁気嵐） 激甚な気象現象（洪水、嵐）

３ サイバー攻撃 自然災害

４ データ不正利用・盗難 気候変動の緩和・適応の失敗

５ 気候変動の緩和・適応の失敗 水危機

６ 大規模な難民 サイバー攻撃

７ 人為的な環境災害 食糧危機

８ テロ攻撃 生物多様性の喪失とエコシステム棄損

９ 不正取引 大規模な難民

10 主要経済圏における資産バブル 伝染病の蔓延

出所： World Economic Forum “Global Risks Report 2018”よりトーマツ作成

■：環境リスク

■：社会リスク
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1-4 環境関連産業の進展

グローバル動向との整合を図りながら、企業の環境に配慮した経営を正当に評価す
るための体制整備が進んでいる

循環経済ビジョン研究会

1-4

環境会計シ ステムの導入のためのガイドライン
策定（2000年度版）

策定背景
 環境会計は、企業等の環境保全への取組を定量的に評

価する枠組みであり、企業等にとっては自社の環境保全
への取組をより効率的・効果的に管理する手段（内部機

能）、ステークホルダーにとっては企業等の環境保全への
取組を理解するための有効な情報となる（外部機能）。

 環境会計ガイドラインは、環境会計への取組を支援するた
めに、環境会計に関する共通の枠組みを構築することを

目的として策定された。

環境報告ガイドライン 環境会計ガイドライン

環境報告ガイドライン 策定（1997年度版）

環境報告ガイドライン及び環境会計ガイドライン改定に向けた研究会

※環境会計への取組を支援する、環境会計に関する共通の枠組み※環境報告書を作成・公表しようと考える事業者の実務的な手引き

 環境報告ガイドラインは1997年度に策定、環境会計ガイドラインは2000年度に策定。それぞれ改定を重ねる
 2016年に、ESG報告など最新の動向を踏まえた論点整理を実施。整理した論点を踏まえ、 2018年度に両ガイドラインを改定

1997

2000

2016年11月

策定背景
 事業者が事業活動を改善、積極的な取組を行う事業者が

適切に評価されることで自主的な取り組みを促す。
 またそのためには、事業者が環境報告書を作成・公表し、

自らの活動に伴う環境負荷や低減のための情報提供を進
め、ステークホルダーとのコミュニケーションを図ることが
求められる。

 環境報告書ガイドラインは、環境報告書の作成に当たって
の原則や記載することが必要と考えられる項目等を、わか
りやすく、かつ、適切に示すことを目的として策定された。

改定年度

策定背景
 パリ協定やESG投資の広がり等を背景とした、ステークホルダーが求める環境情報の内容の変化に対応する。
 海外を中心に公表されている、環境等の情報を含んだ非財務情報開示基準やフレームワーク等を考慮する。
 環境会計ガイドラインを環境報告ガイドラインに組み込む。
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国内総生産（平成29年度）の部門別勘定 グリーン購入法の実施による温室効果ガス削減効果

グリーン調達が義務付けられている中央政府の経済規模は22兆750億円。地方公共
団体を合わせると、81兆550億円となり、国内総生産の15％にあたる

出所：国等の機関によるグリーン購入の実績及びその環境負荷低減効果等（環境省）
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/jisseki/reduce-effect_h29.pdf

• 日本の名目の国内総生産（支出側）542 兆4,915 億円（財貨サー
ビスの逆輸出を除く）のうち、国の最終消費支出は15 兆4,605 億
円（国内総生産（支出側）に占める割合は2.8%）、公的総資本形
成は6 兆6,145 億円（同1.2%）であり、合計22 兆750 億円（同
4.1%）となっている。

• 地方公共団体の場合は、最終消費支出が45 兆4,396 億円（同
8.4%）、公的総資本形成が13 兆5,404 億円（同2.5%）の合計58 

兆9,800 億円（同10.9%）となっている。
• これに社会保障基金、公的企業等の54 兆1,736 億円を合わせる

と、国及び地方公共団体において我が国の4 分の1 に当たる
24.9%の経済活動を行っている。

平成29 年度における平成12 年度との市場占有率の差から試算さ
れる国等の機関のグリーン購入による温室効果ガス排出削減効果
は、合計で34,570t-CO2（家庭からの二酸化炭素排出量5の約17.6 

千人分に相当）
平成29 年度におけるグリーン購入全体の温室効果ガス排出削減量
は、合計で179,250t-CO2（家庭からの二酸化炭素排出量の約88 千
人分に相当）と試算された

1-4

循環経済ビジョン研究会
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4.環境関連産業の進展

2017時点で、廃プラスチックの約85%が有効利用されており、ごみ焼却施設での発
電などに利用されている

プラスチックの生産量・排出量・有効利用量・有効利用率 ごみ焼却施設の発電能力・施設数

循環経済ビジョン研究会

1-4

 排出された廃プラスチックの約85％が有効利用されている  ごみ焼却施設の発電能力は年々向上している
 発電能力別では、 371施設中、 2kw以上5kw未満が115施設と最

も多い
 発電効率別では、 363施設中、 10%以上15%未満が132施設と

最も多い

出所：一般社団法人 プラスチック循環利用協会「プラスチックリサイクルの基礎知識 2019年」
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1-4 環境関連産業の進展（新規産業フロンティアの開拓、企業の競争力強化）

消費者の環境配慮製品の購入意識は高まっているが、「価格が高い」や「エシカルか
どうかわからない」ことが非購買の主な理由となっている

【消費者意識】商品選択時の環境配慮 【消費者意識】エシカルな商品・サービスの購入経験

循環経済ビジョン研究会

1-4

 環境配慮を含めたエシカルな製品・サービスに関して、消費者
の67%が「購入したことがない」と回答

エシカルな商品・サービスの購入状況
生活に近い日用品を中心に購入している割合が高い（食料品
68.8％、その他生活用品54．2%)。
一方、家電等の贅沢品は割合が低い（42.1％）

出所：消費者庁「倫理的消費」調査研究会取りまとめ(平成29年4月19日)

0

20

40

60

80

100

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代

消費者意識調査～商品選択時の環境配慮～

かなり心掛けている ある程度心掛けている

どちらともいえない あまり心掛けていない

ほとんど・全く心掛けていない 無回答

54.8%
51.3% 48.0%

54.6%
59.0%

64.9% 70.6%

(%)

出所：消費者庁「消費者意識基本調査（平成30年11月）」に基づきトーマツ作成

 顧客は、商品選択時に精神的価値（環境課題への貢献）を重視
する傾向がある。

 年齢が高くなるほど商品選択時に環境配慮の割合が増加する
傾向にある。

 今後の少子高齢化の進展を考慮すれば、環境課題への
意識が増加する可能性があると推測できる。

エシカルな商品・サービス非購入理由
本当にエシカルなのかどうかわからない（約30%）、価格が高い
（約30％）
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日本の認証機関は規制・対象品目別に設置されている。海外の大型機関と比較する
といずれも小規模であり、海外展開も遅れている

20

日本の認証機関の設置状況と規模（一部抜粋）

Bureau Veritas（仏）
【39,067人】

SGS（スイス）
【57,153人】

DNV（ノルウェー）
【8,866人】

日本海事（日）
【約1,400人】

Intertek（英）
【25,183人】

TUV-Rheinland（独）
【13,804人】

DEKRA（独）
【13,804人】

Underwriters Lab（米）
【6,921人】

TUV Nord（独）
【8,101人】

TUF Sud（独）
【13,909人】

JQA（日）
【820人】

JET（日）
【250人】

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
20 40 60 80 100 120 140 160

出所：社会インフラの海外進出におけるルール形成戦略のあり方（デロイトトーマツコンサルティング合同会社）資源エネルギー庁電力・ガス分野から考えるグローバルエネルギーサービス研究会資料

海外認証機関との規模比較

厚生
労働省

薬事法 指定管理
医療機器

コスモス・コーポレイション - 250

日本品質保証機構（JQA） 14,200 820

電気安全環境研究所（JET） 4,000 250

医療機器センター 734 -

・・・

農林
水産省

JAS法

日本食品分析センター - 1,132

日本食品油脂検査協会 236 -

食肉科学技術研究所 120 -

日本油脂検査協会 153 -

日本醤油技術センター 103 -

日本合板検査会 815 -

・・・

ドレッシング
マーガリン

ハム類
植物油
しょうゆ
合板
・・・

（億円）

監督官庁
根拠となる
標準・法令

認証対象 認証機関名
売上高

（百万円）
従業員
（人）

総務省 電波法 特定無線
設備

日本アマチュア無線振興協会 283 65

日本品質保証機構（JQA） 14,200 820

電気安全環境研究所（JET） 4,000 250

認証技術支援センター - 8

・・・

経済
産業省

工業
標準化

法

建材試験センター 4,736 -

日本建築総合試験所 - 178

日本ガス機器検査協会 3,872 199

電気安全環境研究所（JET） 4,000 250

日本エルピーガス機器検査協会 415 -

日本車両検査協会 842 -

日本品質保証機構（JQA） 14,200 820

日本水道協会 2,343 -

・・・

消費者
用製品
安全法

日本品質保証機構（JQA） 14,200 820

電気安全環境研究所（JET） 4,000 250

日本ガス機器検査協会 3,872 199

・・・

ﾚｰｻﾞｰﾎﾟｲﾝﾀ
浴槽用

温水循環器
・・・

・・・
・・・

建材類
建材類

ガス機器
電気機械
ガス機器
自動車
（全般）

水道用資機材
・・・

売
上
高

事業所立地国数

事業所立地国数
0 31

150

売
上
高

（海外企業はFY 2009、日本企業はFY 2013の値。丸の大きさは、従業員数を表す）

50

100

2

JQA（日）
【820人】

JET（日）
【250人】

日本ガス検査協会（日）
【199人】

アマチュア無線
振興協会【65人】

コスモス・
コーポレイション（日）【250人】

（億円）

1-5

循環経済ビジョン研究会
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各社ロビー活動実績の概要
米国 (2005~2014)

ロビイング
経費支出額

欧州 (2014)

5 75 6
46 5 5

8
5

9

2
1

8
5 2

355 56 65 55

17
15

0

5

40

10

15

20

25

26

16
18
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17 16

22
19

39
26

1920

400

200

0

300

100

■2010年は
政府景気刺
激策に合わ
せ最高額を
支出

■14年支出は
全米6位

支出と
体制の特徴

■支出額は
安定推移

■売上の
「0.1%」を
ルール形成
に投じるとさ
れる

■2010年に
ワシントンに
ロビー拠点を
開設

■2014年は
全米3位の
支出額

■ Googleは全欧6位、GEは同7位、
Siemensは同8位の支出額

■ 例示した日本企業は4人の議会承認
ロビイストと、1名の法律顧問を配置

(百万$)

(1万€)

2005 2014

出所：社会インフラの海外進出におけるルール形成戦略のあり方（デロイトトーマツコンサルティング合同会社）資源エネルギー庁電力・ガス分野から考えるグローバルエネルギーサービス研究会資料
LobbyFacts.eu及びOpenSecret.org等を基に、DTC算出。円換算は、すべて2015年8月13日時点の日銀レート中央値を使用。欧州の公表金額に関し、Siemens及びGEは2013年の数値、他2社は2014年の数
値。Siemens以外の3社は約25万ユーロの幅をもったレンジでの公表値であったため、中央値を使用。 ロビイスト人数に関し、米国は2014年の「Total number of lobbyists」、EUは「Lobbyists declared」の数値を
使用。

■支出額は
漸減傾向

■固定した
アジェンダで
ロビー実施
の傾向

■内部雇用が
多い

19億円

6.6億円 6.2億円

21億円

（ほぼゼロ）

2005 2014 2005 2014 2005 2014 2005 2014

1.5億円

■例示の日本
企業が米上
院に届け出
るロビー費用
は他社に比
し低額

■グループ合
算しても少額

4.4億円
4.5億円

2.2億円

5億円

議会登録
ロビイスト人数 5人15人 21人 9人 9人0人100人 21人 23人 99人

(行政府出身人数) (0)(77人) (15人) (12人) (82人)

(0)(31人) (8人) (16人) (10人)(内部雇用人数) - - - - -

- - - - -

日系大手
メーカー

日系大手
メーカー

21

外国企業が数億円の資金と数十人の人員をロビイングに投じる一方、
日本企業の渉外体制は大きく劣っている

※本頁に記載したロゴは併記されている会社の登録商標です。

1-5

循環経済ビジョン研究会
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特定有害廃棄物等の輸入量及び輸入件数の推移

2017年から2018年にかけて特定有害廃棄物の輸入量が増加

輸入の承認を得たもののうち、経済産業大臣が輸入移
動書類を交付したものは858件で、その総量は、27,910

トン（平成29年は、797件20,363トン

出所：特定有害廃棄物等の輸入量及び輸入件数の推移（環境省）
https://www.env.go.jp/press/files/jp/111656.pdf

HSコード85.48一次電池又は蓄電池のくず、使用済みの一次電池及び蓄電池並びに機器の電気式部分品（この類の他の項に該当するものを除く。）
8548.90－ その他のもの

電子部品スクラップの輸入量推移

電子部品スクラップ（HS：8548）の輸入量は、2006年の
ピーク時に戻りつつあるものの「その他の電子部品スク
ラップ（廃電子基板等）HS：854890」は、2016年をピーク
に減少するも2017年あたりから微増。
バーゼル法改正による影響か否かの判断はつかない

バーセル法改正
トン
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6000

一次電池又は蓄電池のくず並びに使用済みの一次電池及び蓄電池

その他のもの

合計

出所：財務省貿易統計より作成

1-5 21世紀に向けた展望

1-5

循環経済ビジョン研究会
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中国の環境関連政策の動向

雑品スクラップの輸出は、近年減少傾向。2018年には雑品スクラップを含む鋼鉄くず
輸出量は164万トンであった。国内滞留しているスクラップについては対応は途上

• 2008年には循環経済促進法が制定、2017年に入
り、廃棄物の輸入規制制度の構築が進む

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

HSコード
7204鉄鋼のくず及び鉄鋼の再溶解用のインゴット
7204.49.900 その他のもの

その他の鉄鋼くず（雑品を含む）の輸出量推移

トン

出所：財務省貿易統計より作成

• 雑品スクラップの輸出量は2013年から減少傾向（雑品スクラップが
含まれるHSコード7204．49.900で抽出）

• 2018年には164万トンの輸出にとどまった。
中国
動向

国内への
影響

• 日本国内に200万トン／年の雑品スクラップの流通
が発生

→雑品スクラップは鉄50～60％、銅等の非鉄20～
25％、非金属15～30％
→品質の悪いスクラップが輸出され、中国現地でリサ
イクルされるという従来の循環がとまり、国内で滞留
• 電炉メーカーに入荷されるスクラップに不純物が混

入。成分不調によるロットの廃棄にまで発展

出所：公表資料、ヒアリング等により作成

1-5 21世紀に向けた展望

1-5

出所：循環経済ビジョン研究会（第5回）資料2
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セメントセクターでは、他産業から排出される高炉スラグ、廃タイヤ、石炭灰、下水汚
泥等の廃棄物・副産物の有効利用を促進し、新たな天然資源の投入削減に寄与

• セメント業界では、既存のセメント製造設備や焼成技術をベースに、多岐にわたる廃棄物・副産物のリサイクル技術を開発し、20種類以上
の廃棄物・副産物を他産業等から年間約28,000千トン受け入れてリサイクルしている。

• セメント生産は、1996年度の99,267千トンをピークに減少しているが、セメント1トン製造するために使用する廃棄物・副産物は逆に増加傾
向を示している。

2-1
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2-1 産業セクター間のネットワークの形成

日本では、エコタウン政策によって、地域内の企業間連携が促進され、各種個別リサ
イクル法の制定・施行に合わせ関連リサイクル施設の整備に貢献してきた

出所：環境省「エコタウン政策20年間の振返り」

エコタウン政策の概要 エコタウン政策の成果

（事例）北九州市エコタウン

 日本は平成9年度からエコタウン政策を開始し、地域規模で
の産業セクター間ネットワーク形成が促進

 平成17年度までに26地域がエコタウンとして承認

 各種個別リサイクル法の制定・施行に合わせて、エコタウン
は関連リサイクル施設の整備に貢献

循環経済ビジョン研究会

2-1
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2-2 動脈産業・静脈産業の統合

動静脈間では製品・廃棄に関する情報が分断されている。動静脈連携による製品情
報のプラットフォーム化は、動脈産業にとってリサイクルのメリットより情報開示のリス
クが高いのではないか

出所：平成30年度産業技術総合研究所調査報告書、ヒアリング等を元にデロイト作成

動・静脈産業における製品・廃棄に関する情報の流れ 動・静脈産業プレイヤーへのヒアリング結果

 動脈と静脈の間では、未だに情報が分断されている
 特に、製品の分解方法に関わる情報や出荷情報はリサイク

ラーにとって重要であるが、メーカーから他のプレイヤーに
伝達されることは少ない

 自社で資源循環に取り組むメーカーが多い

 リサイクラー側は情報を欲しているものの、メーカー側は情
報を開示するメリットがほぼなく、義務化されている場合以外
は積極的に情報開示を行うことはし少ない

 製品の分解方法に関わる情報は、製品設計に関わる機密情
報であるため、メーカ―の開示条件は厳しい

 企業間で異なるフォーマットの情報データベースを使用して
いるため、情報を統合することは困難あるいは手間がかかる

製品・廃棄に関する情報の流れ（設計～回収・リサイクルの各過程別）

循環経済ビジョン研究会
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2-3循環型経済行動に関連する新規成長産業・雇用の創出

2000年から2016年にかけて廃棄物処理・資源有効利用セクターの市場規模は、
1.25倍の49兆6,234億円に成長

出所：環境省「環境産業の市場規模・雇用規模等に関する報告書」（http://www.env.go.jp/press/105605.html）
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循環経済ビジョン研究会
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2-3循環型経済行動に関連する新規成長産業・雇用の創出

廃棄物処理・リサイクルセクターの市場規模は2000年から2016年にかけてほぼ横ば
い。一方、雇用者人数は1.3倍に伸びている
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廃棄物処理・リサイクルの市場規模・雇用人数推移
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出所：環境省「環境産業の市場規模・雇用規模等に関する報告書」
（http://www.env.go.jp/press/105605.html）
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出所：環境省「環境産業の市場規模・雇用規
模等に関する報告書」
（http://www.env.go.jp/press/105605.html）
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出所：環境省「一般廃棄物処理実態調査結
果」
（http://www.env.go.jp/recycle/waste_tech

/ippan/stats.html）
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（件）

0

100

200

300

2004年 2014年

広域認定制度認定件数

の比較

産業 一般

115

277

出所：環境省「廃棄物処理センターの指定実
績及び稼働状況」
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循環経済ビジョン研究会

2-3

http://www.env.go.jp/press/105605.html
http://www.env.go.jp/press/105605.html
http://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/stats.html
http://www.env.go.jp/recycle/waste/kyoninka.html
https://www.env.go.jp/council/03recycle/y0310-01/mat03_1_Part2.pdf


© 2019. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC.

2-3循環型経済行動に関連する新規成長産業・雇用の創出

中古品小売業は4,500億円規模。リユース品の店舗販売は成長鈍化、一方フリマア
プリが躍進

29 循環経済ビジョン研究会
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出所：経済産業省『商業統計（産業細分類別）』、経済センサス

 中古品小売業（骨とう品を除く）の年間商品販売額は、2016
年で4,490億円。現状でも4人以下の事業所が6割を占める。

 日本リユース業協会によると、上場企業を中心とする大手
会員18社における2016年度のリユース品年間売上高（書籍
を含む）は、4,047億円（前年度比0.4%増）

 大手チェーンを始めとした店舗販売が伸び悩む中、インター
ネットを通じたCtoC市場が急速に拡大している。経済産業
省の電子商取引実態調査によると、2017年はフリマアプリが
前年比58%増の4,835億円とネットオークションを上回った。

出所：日本リユース業協会「日本リユース業協会統計」
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本（古本チェーン店業界参照） コミック、一般書籍
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2-3循環型経済行動に関連する新規成長産業・雇用の創出

自動車におけるリース・レンタル市場は、2013年以降緩やかではあるが増加傾向に
ある

30 循環経済ビジョン研究会
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 特定サービス産業動態統計の対象となっている自動車リー
ス・レンタル企業の売上高合計は、2017年度に1兆7,170億
円となっている。2012年度にかけて前年度比はマイナス基
調で推移していたが、景気回復に伴い2013年度にはプラス
に転じ、緩やかではあるが増加傾向にある。

 同統計の売上高合計における内訳は、レンタルが17.7%、
カーリースが82.3%を占める。また、レンタルの内訳をみる
と、法人向け62%、個人向け38%となっている。

出所：経済産業省『特定サービス産業動態統
計：自動車賃貸業』

出所：（社）日本自動車リース協会連合会

 新車販売台数におけるリース車契約の比率は2017年に
14.0%となっており、自動車販売においてリース事業が重要
な手段であることを示している。

 車種別のリース車両保有台数は、2018年3月末時点で乗用
車49.3% 、バス0.8%、トラック/バン43.9%となっており、乗用車
のリース台数増加が全体の増加を牽引
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2-4 情報化の進展（情報インフラの整備）

2004年よりエネルギーに関する年次報告「エネルギー白書」を毎年発刊。一方で、マ
テリアルフロー、マテリアルストックに関する情報整備に関しては、単発の実証実験等
に留まっている

単位:1015J

一次エネルギー国内供給 19,836

原子力発電

水力・再可未活エネ

149

2,039

天然ガス・都市ガス

4,729

石油

7,877

石炭

5,041

原油 7,359

石油製品 519

一般炭・無煙炭 3,616

原料炭 1,398

石炭製品 28

149

670

192

原油 6,970

一般炭 237

エネルギー転換／転換損失 等 ▲ 6,515

高炉吹込用・セメント焼成用石炭 419

石油製品 21

石炭 1,553

再可未活エネ 5

最終エネルギー消費 13,321

自家消費・送配電損失等 381

電力 969

1,917都市ガス 408

石油製品 529

その他 11

家庭

ガソリン 1,418

1,850軽油 135

ジェット燃料油 129

LPG・電力他 168

運輸旅客

ガソリン 293

1,273
軽油 846

重油他 134

運輸貨物

8,280

企業・事業所他再可未活エネ 32

電力 2,387

都市ガス・天然ガス 694

石油製品 2,856

自家用蒸気・熱 941

石炭・石炭製品 1,370

石炭製品製造

石炭製品 1,465

他転換投入・消費等 45

他転換投入・消費等 514

原子力 149

水力・再可未活 922

都市ガス 173

天然ガス 3,095

石油 567

石炭 2,863

事業用発電

発電損失 4,515

電力 3,254

水力・再可未活 670

天然ガス・都市ガス 151
石油 210
石炭 257

電力 546

発電損失 742

自家発電

天然ガス 1,742

石油製品 70

都市ガス製造

都市ガス 1,812

精製用原油等 7,273

熱 118

灯油 552

LPG 189

ガソリン 1,787

軽油 1,569

発電用C重油 299

他石油製品 2,835

自家用蒸気・地域熱供給

自家用蒸気 964

熱 23

転換損失 266

他転換投入・消費等 769

水力 651

再エネ 804

未活エネ 585

輸入LNG 4,615

原料用ナフサ・LPG等

石油 334

石炭 308
天然ガス・都市ガス 236

その他 376

(投入量計 7,769) (産出量計 3,254)

(投入量計 1,288) (産出量計 546)

(投入量計 1,812) (産出量計 1,812)

(投入量計 1,253) (産出量計 987)

(投入量計 1,579) (産出量計 1,465)

石油精製・石油化学

(投入量計 7,407) (産出量計 7,230)

922

3,095

一般炭 2,634

NGL・コンデンセート

303
他転換投入・消費等

1,303

原料炭 1,160

1,742

原油 125

40

都市ガス ▲ 1

国産天然ガス 115

出所：経済産業省「平成30年年度エネルギーに関する年次報告」（エネルギー白書2019）

エネルギー白書2019の概要の抜粋 我が国のエネルギーバランス・フロー概要

循環経済ビジョン研究会
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2-4 情報化の進展（情報インフラの整備）

廃棄物取引や回収車の運行管理等を効率的に行う情報処理システム技術の開発
は、グローバルと比較して日本は劣後。静脈物流のモーダルシフトも未だ1割に満た
ない

2-4

米国ルビコン社の概要
モーダルシフト・輸送効率化による

低炭素型静脈物流促進事業

運賃負担力が小さく、納期の制約が少ない循環資源の輸
送は本来海上輸送に適しているにもかかわらず、陸送（ト
ラック輸送）が約9割を占めており、モーダルシフト・輸送効
率化の余地が大きい

企業/家庭とゴミ処理プレイヤーをマッチングするプ
ラットフォームビジネス

廃棄物が出されてから回収されるまでの流れをモニ
タリングし、不必要な回収機会を減らす提案を実施

出された廃棄物を再販売することでもマネタイズビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

ゴミ処理分野のテック企業としては初のユニコーン
（評価額10億ドル以上）

事業内容：クラウドを活用した廃棄/リサイクルソ
リューションビジネス

売上：数億ドル（数百億円）

企
業
概
要
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2-5 モノの提供から機能・サービスの提供へ

欧米を中心に、利益の源泉が「モノ売り（製品販売）」から「コト売り（機能・サービス提
供）」に移行しつつあるが、日本は法整備の遅れや国内企業の進出の遅れが目立つ

2013 2016 2020 2020

29.0%

出所：みずほ銀行「シェアリングエコノミーが日本産業に与える影響」等よりデロイト作
成、日経新聞

シェアリングエコノミー市場の比較（世界：日本） 日本におけるライドシェア普及の状況

1.7兆円

10.1兆円

503億円
967億円

2020年見通し

世界のCAGR

17.7%

日本のCAGR

世界

日本

2020年見通しにおける
日本のシェアリングエ
コノミーの市場規模は

世界の約0.96％

日本経済新聞社 2019年5月10日付け記事からの引用

孫会長、ライドシェア規制は「日本の進化を遅らせ
る」

ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長は2019年5月9

日の決算説明会で記者からの質問に答え、自家用車を旅
客運送に活用するライドシェアが日本で規制されている現
状について危機感を表明した。孫会長は「日本の進化を
遅らせ、世界に誇れる日本の自動車産業ごと根底からや
られてしまう危険すらある。規制当局や政治家は世界で何
が起こっているのか、眼を見開いて判断をしてほしい」と発
言し、改めて規制緩和が必要だと強調した。一方で日本の
状況によらず、世界での普及を見据えて投資を続けていく
考えも示した。

日本において自家用自動車を有償で運送の用に供す
ることは、道路運送法第78条により例外を除いて禁止
されている。このため、国土交通大臣の許可のない自
家用自動車は有償で運送できない

循環経済ビジョン研究会
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2-6 国際的調和

環境マネジメントシステムに関する国際規格であるISO14001等の取得率が全体で
51.2％（上場企業75.9％、非上場企業42.8％）、取得件数は23,000件超で世界2位
である

出所：環境省「平成30年度環境にやさしい企業行動調査結果」、公開情報よりデロイト作成

環境マネジメントシステムの構築・運用状況

 ISO14001、エコアクション21 等の第三者が認証する
環境マネジメントシステムを構築・運用していますか

ISO14001の国別取得件数

順位 国名 取得件数 取得比率

1位 中国 165,665 45.69％

2位 日本 23,901 6.59％

3位 イギリス 17,559 4.84％

4位 イタリア 14,571 4.02％

5位 スペイン 13,053 3.60％

6位 ドイツ 12,176 3.36％

7位 スウェーデン 7,886 2.18％

8位 フランス 6,486 1.74％

9位 ルーマニア 6,318 1.53％

‐ 全世界 362,610 100.00％

循環経済ビジョン研究会
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2-6 国際的調和（2/2）

日本は、循環経済に関する国際規格開発委員会ISO/TC 323に加盟はしているもの
の、国際的潮流である「CEのマネジメントツールとしての運用」は不十分である

ISO/TC323の設立背景・概要

 ISO/TC 323は2018年6月26日にフランスの標準化
組織であるAFNORの提案により設置

 関連規格として、イギリス（BS 8001）及びフランス（Pr

XP X30-901）の国内規格などが挙げられており、そ
れらに準じた形での規格作成が想定される

 同 TC が設置された場合、CEに関するマネジメントシ
ステム規格の作成をはじめとした5つの作業プログラ
ムを実施することが想定されている

CEに関わるISOへの提案について（喜多川委員より）

 欧州はこれまでも、CEは組織のマネジメントツールで
あるとの考えを表明しており、欧州大手はすでにマネ
ジメントツールとして運用を開始済みである

 日本企業も、従来の３Ｒの枠を超え、総合的な経済・
産業に関わる政策フレームに移し、ビジネスと環境政
策の両軸併せて対応していく必要性がある

出典：公益財団法人日本生産性本部「欧州のサーキュラーエコノミー（CE）が目指すもの～社会
インフ ラとプラットフォーム・ビジネスをターゲットとする EU の戦略的ツール～」（2018 年）

ISO/TC323 加盟国（オレンジ色はオブザーバー国）

2-6
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1999循環経済ビジョン未達事項のボトルネック
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取組が求められる
主体

インセンティブ／ディスインセンティブ 制度・ルール 情報・技術

政府

 資源効率が投資の重要なテーマと
なっていないためグリーンファイナン
ス等の投資に結びつく仕組みが構築
されない。

（分別回収システムはあるが回収率が低
い場合）
 排出者にとって利便性の高いシステ

ムとなっていない。

 制度別でデータが分散されており、ま
た機密情報が含まれる場合はデータ
の集約化が困難。

動脈産業

 情報連携のフォーマットが統一されて
おらず情報集約や情報交換が行わ
れない。

 データを収集し提供等の基盤を整備
するインセンティブがない。

静脈産業

（回収率は高いがリサイクル率が低い場
合）
 再生材のQCDが市場が求めるレベ

ルに至っていない。

 データを収集し提供等の基盤を整備
するインセンティブがない。（再掲）

（回収率は高いがリサイクル率が低い場
合）
 回収された使用済製品等の品位が

低く（例えば、混入物）リサイクルが技
術的に難しい。

消費者

 消費者にとって製品の環境性能が購
買の際の判断基準になっていない。

（分別回収システムはあるが回収率が低
い場合）
 分別して廃棄するインセンティブがな

い。

 消費者に対して製品の環境性能が伝
わっていない。

ボトルネック1-1 資源・エネルギー効率の最大化（投入・排出の最小化）
循環型経済行動が適切に市場で評価される
資源として再利用できる廃棄物は分別回収・リサイクルされることにより資源として再生

一定程度達成するも、さらに促進するためには、消費者へ製品の環境性能を正しく伝
え、購買の付加価値を創出しながら企業の資源効率性を評価して市場と結びつける
仕組みの構築が必要ではないか

※一定の仮説や前提条件を設定したうえで、デロイトにてボトルネックを抽出
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取組が求められる
主体 インセンティブ／ディスインセンティブ 制度・ルール 情報・技術

政府

 資源効率が投資の重要なテーマと
なっていないためグリーンファイナン
ス等の投資に結びつく仕組みが構築
されない。（再掲）

 使用済製品別で細分化された制度
（例えば許認可）別で議論が進められ
ていて、個別最適を見ていた

 統一した指標や測定方法が確立でき
ていない

動脈産業

 製造業者が素材の品質基準を開示
するインセンティブがない。

 他の製品・分野を踏まえてどのような
リサイクル手法（マテリアルリサイク
ル、ケミカルリサイクル、サーマルリ
サイクル）が環境面、コスト面で最適
か把握できない

静脈産業

 静脈企業も市場がオープンになるこ
とによる自社顧客の流出への懸念。

消費者

 環境配慮を意識しない層が環境配慮
製品を購入する経済的インセンティブ
が十分浸透していない。

 環境配慮を意識する層（消費者）に
とって環境配慮を適切に判断する材
料がない。

1-4 環境関連産業の進展（新規産業フロンティアの開拓、企業の競争力強化）
リサイクル等を社会システムとして進める効果的なルールの構築
環境関連産業が発展するための市場の成立

資源効率は各制度のもと製品・分野別の個別最適になっている。全体最適を目指す
うえでは情報が制度別に分散しており、俯瞰した環境負荷低減やコスト面での最適解
が導き出せない状態ではないか

※一定の仮説や前提条件を設定したうえで、デロイトにてボトルネックを抽出

ボトルネック
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取組が求められる
主体

インセンティブ／ディスインセンティブ 制度・ルール 情報・技術

政府

 リサイクルに関する環境性能がその
他の性能やコストと比較して重要であ
ると消費者が認識されておらずインセ
ンティブと結びついていない。

動脈産業

 関係者の利益が相反しているため動
静脈連携体制が構築できていない
（例えばリサイクルのための設計変
更や情報開示のリスク）

 情報連携のフォーマットが統一されて
おらず情報集約や情報交換が行わ
れない。

静脈産業

 関係者の利益が相反しているため動
静脈連携体制が構築できていない
（例えば、再生材のQCDが市場が求
めるレベルに至っていない）

 経営規模小さく動脈に対抗する発言
力が小さい。

 静脈産業の経営体制（例えば、デジ
タル技術導入（第４次産業化））が遅
れており、技術的に他産業との連携
を阻害している。

 情報連携のフォーマットが統一されて
おらず情報集約や情報交換が行わ
れない。（再掲）

 デジタルデータ基盤がなく自身で構
築する技術もない。

消費者

 リサイクルに関する環境性能がその
他の性能やコストと比較して重要であ
ると消費者が認識されておらずインセ
ンティブと結びついていない。

2-2 動脈産業・静脈産業の統合
技術的知見・既存インフラ等の強みを生かし、動脈産業が静脈産業と連携・一体化

全ての産業が動脈かつ静脈としてネットワーク状に連結

多様なステークホルダーとの動静脈産業連携は、動脈産業にとってインセンティブが
少ないのではないか。連携を促進するためには情報の共通化が必要であり、協調領
域の線引きをしながら共通の利益に向けたシナリオ設定が描けていないのがボトル
ネックではないか

※一定の仮説や前提条件を設定したうえで、デロイトにてボトルネックを抽出

ボトルネック
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取組が求められる
主体

インセンティブ／ディスインセンティブ 制度・ルール 情報・技術

政府

（ライドシェアビジネスを想定し
た場合）
 法規制により促進できな

い。（例えば、道路運送）

動脈産業

（リペア、リマニュファクチャビジネスが高付加価値化なビジネス領域に
なると想定した場合）
 リペアサービスは、基本的に動脈産業の保証・アフターサービスの

領域に含まれており、修理サービスによる収益拡大よりも製品買
い替えニーズの掘り起こしの視点が強く、リペアサービスやアップ
グレードサービスによって得られる長期的な経済性を把握できて
いない。

 リペアしたい消費者の利便性が確保できていない。

（シェアリングビジネスを想定した場合）
 シェアリングの潜在的市場規模が把握できないため事業進出でき

ない。
 社内のモノ売り事業とのカニバリゼーションによって進展しない。

（シェアリングビジネスを
想定した場合）
 シェアリングビジネ

スモデルが、顧客管
理（本人認証や信頼
性）や製品稼働情報
の管理が技術的ま
たはコスト的に困難。

静脈産業

消費者

（シェアリングビジネスを想定した場合）
 高齢者等を中心に「機能・サービスの利用」よりも「モノの消費・所

有」が好まれる傾向。
 潜在的にはシェアリングサービスの提供を受けたいが、サービス

が認知できていない。
 サービスの規模が小さいため、信頼性と利便性が限定的（ネット―

ワーク効果を十分に発揮できていない）

2-5 モノの提供から機能・サービスの提供へ
ハードウェアではなくソフトウェア（機能やサービス）が利益の源泉

動脈産業は消費者の価値観の変化を感じつつも、シェアリング等の機能・サービス売
り分野は、潜在的市場規模が見えにくく、新規投資や事業の転換に踏み切れないの
ではないか

※一定の仮説や前提条件を設定したうえで、デロイトにてボトルネックを抽出

ボトルネック


